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令和８年 第２回郡上市議会定例会 議案要旨 

 

□令和８年２月２６日提出 

◇専決（令和 7年度補正予算） 1 件 

◇人事案件 3 件 

◇条例関係（一部改正） 13 件 

◇令和 7年度補正予算 10 件 

◇令和 8年度当初予算 13 件 

◇指定管理者の指定 1 件 

◇計画（基本構想 1件、策定 2件、変更 2件） 5 件 

◇財産関係（無償貸付） 1 件 

◇市道路線の認定 1 件 

議案計 48 件 

 

＜議案＞ 

番号 議案名 議案内容 

3 専決処分した事件の承認について 

（令和 7年度郡上市一般会計補正予算（専決第 3号）） 

＜専決日＞ 

令和 8年 2月 9日 

4 郡上市教育委員会委員の

任命同意について 

【人事課】 

＜提案理由＞ 

教育委員 1人（白鳥町 澤﨑美智子氏）の任期が、令和 8年 5月

13日をもって満了するため。 

＜根拠法令＞ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 4条第 2項 

＜任  期＞ 

4年（令和 8年 5月 14日～令和 12年 5月 13日） 

＜予 定 者＞ 

住所 氏名 生年月日 

   

 

 

5 郡上市公平委員会委員の

選任同意について 

【人事課】 

＜提案理由＞ 

公平委員会委員 1人（大和町 三島敏子氏）の任期が、令和 8年 4

月 29日をもって満了するため。 

＜根拠法令＞ 

地方公務員法第 9条の 2第 2項 

＜任  期＞ 

4年（令和 8年 4月 30日～令和 12年 4月 29日） 

＜予 定 者＞ 

住所 氏名 生年月日 
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番号 議案名 議案内容 

6 人権擁護委員候補者の推

薦につき意見を求めるこ

とについて 

【市民課】 

＜提案理由＞ 

現委員 3人（八幡町 後藤哲夫氏、大和町 山内正文氏、高鷲町 和

田哲哉氏）の任期が、令和 8年 6月 30日をもって満了するため、及

び現委員 1人（白鳥町 羽土聡氏）が、令和 8年 6月 30日をもって

辞任するため。 

＜根拠法令＞ 

人権擁護委員法第 6条第 3項 

＜任  期＞ 

3年（令和 8年 7月 1日～令和 11年 6月 30日） 

＜候 補 者＞ 

住所 氏名 生年月日 委員歴 

郡上市八幡町初音 2872番地 谷澤 功志 S35.2.27 新任 

郡上市大和町徳永 262番地 3 山内 正文 S36.4.20 再任 

郡上市白鳥町白鳥 66番地16 河井 康聖 S36.6.9 新任 

郡上市高鷲町大鷲 815番地 7 和田 哲哉 S35.12.4 再任 
 

7 郡上市自主運行バス設置

条例の一部を改正する条

例について 

【企画課】 

（平成 16年郡上市条例第8号） 

＜提案理由＞ 

  自主運行バスの利便性の向上と効率的な運行を目指し、路線の統

合、新設等を行うため、この条例を定めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

（１）第 2条表中の高鷲地域自主運行バス「鷲見線」「鮎立線」を削

除し、「高鷲地域デマンドバス」に改める。また、明宝地域自

主運行バス「奥住線」を新たに加える。 

（２）第 3条で定める車両台数を 13台から 14台へ改める。 

（３）路線の統合、新設等に伴い、別表に定める料金表を改める。 

＜施行期日＞ 

  令和 8年 4月 1日から施行 

8 郡上市副市長の定数を定

める条例の一部を改正す

る条例について 

【人事課】 

（平成 18年郡上市条例第71号） 

＜提案理由＞ 

  財政の健全化及びトップマネジメントの効率化を目的に、副市長

の定数を改めるため、この条例を定めようとする。 

＜根拠法令＞ 

地方自治法第 161条第 2項 

＜主な改正内容＞ 

  副市長の定数を 2人から 1人に改める。 

＜施行期日＞ 

  令和 9年 4月 1日から施行 

9 郡上市第２号会計年度任

用職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例

について 

【人事課】 

（令和元年郡上市条例第 16号） 

＜提案理由＞ 

  第 2号会計年度任用職員の給料月額を改めるため、この条例を定

めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

  給料月額の改定（引き上げ改定率 3.3％） 

＜施行期日＞ 

  令和 8年 4月 1日から施行 
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番号 議案名 議案内容 

10 郡上市消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関

する条例の一部を改正す

る条例について 

【消防総務課】 

（平成 16年郡上市条例第197号） 

＜提案理由＞ 

  災害等支援団員は、年額報酬は支給しない取扱いとしていること

から、現行の運用実態に即した規定とするため、この条例を定めよ

うとする。 

＜主な改正内容＞ 

  年額報酬の支給対象者を「団員」から「基本団員」に改める。 

＜施行期日＞ 

  令和 8年 4月 1日から施行 

 

11 郡上市消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正

する条例について 

【消防総務課】 

（平成 16年郡上市条例第199号） 

＜提案理由＞ 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正 

、及び災害対策基本法における災害の定義において、異常な自然現

象の例示として「地盤の液状化」が明記されたことに伴い、所要の

規定を整備するため、この条例を定めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

① 補償基礎額を改める。 

② 扶養に係る補償基礎額の加算額を改める。 

③ 異常な自然現象の例示に「地盤の液状化」を加える。 

＜施行期日＞ 

令和 8年 4月 1日から施行 

 

12 郡上市火災予防条例の一

部を改正する条例につい

て 

【予防課】 

（平成 16年郡上市条例第195号） 

＜提案理由＞ 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴

い、火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に「簡易サウ

ナ設備」を加えるため、この条例を定めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

  火を使用する設備に簡易サウナ設備を追加し、その位置、構造及

び管理に関する基準を定める。 

＜施行期日＞ 

令和 8年 3月 31日から施行 

 

13 郡上市火入れに関する条

例の一部を改正する条例

について 

【林務課】 

（平成 16年郡上市条例第153号） 

＜提案理由＞ 

令和 8年 1月 1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用が

開始されたことに伴い、林野火災の予防を一層図るため、この条例

を定めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

  火入れの中止要件に、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を

加える。 

＜施行期日＞ 

公布の日から施行 
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番号 議案名 議案内容 

14 郡上市水道事業及び下水

道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条

例について 

【水道総務課】 

（平成 16年郡上市条例第186号） 

＜提案理由＞ 

八幡上水地区（犬啼水源地）における浄水方法の変更に伴い、郡

上市水道事業の認可変更を行ったことから、所要の規定を整備する

ため、この条例を定めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

  水道事業の給水人口及び１日最大給水量を、認可変更後の数値に

改める。 

＜施行期日＞ 公布の日から施行 

15 郡上市デイサービスセン

ターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正す

る条例について 

【高齢福祉課】 

（平成 17年郡上市条例第105号） 

＜提案理由＞ 

  利用者の減少により、休止している郡上市八幡デイサービスセン

ターを廃止とするため、この条例を定めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

  第 2条及び別表第 1（第 4条関係）に定める施設から、郡上市八幡

デイサービスセンターを削る。 

＜施行期日＞ 令和 8年 4月 1日から施行 

16 郡上市個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正

する条例について 

【高齢福祉課】 

（平成 27年郡上市条例第39号） 

＜提案理由＞ 

  郡上市介護用品支給事業の廃止に伴い、当該事務を特定個人情報

利用事務から除外する必要があるため、この条例を定めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

  第４条（個人番号の利用範囲）に規定する別表第１及び別表第２

から、郡上市介護用品支給事業実施要綱（平成 16年郡上市告示第 40

号）に基づく介護用品支給事務に関する規定を削る。 

＜施行期日＞ 公布の日から施行 

17 郡上市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例

について 

【保険年金課】 

（平成 16年郡上市条例第129号） 

＜提案理由＞ 

令和 6年に公布された子ども・子育て支援法等の一部を改正する

法律（令和 6年法律第 47号）により、令和 8年 4月1日から子ども・

子育て支援納付金が徴収されることとなり、これに伴い地方税法（昭

和 25年法律第 226号）の一部が改正されたことから、国民健康保険

税の賦課に関する所要の規定を整備するため、この条例を定めよう

とする。 

＜主な改正内容＞ 

  ① 子ども・子育て支援納付金課税額の税率等について、所得割

額 0.25％、均等割額 900円、18歳以上均等割額 90円及び平

等割額 800円と定める。 

  ② 低所得者に対する子ども・子育て支援納付金課税額の均等割

額、18歳以上均等割額、平等割額の軽減額を定める。 

③ 未就学児に対する子ども・子育て支援納付金課税額の均等割

額の軽減額を定める。 

④ 出産被保険者に対する子ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額、均等割額、18歳以上均等割額の減額について定める。 

⑤ 18歳未満被保険者に対する子ども・子育て支援納付金課税額

の均等割額の減額について定める。 

＜施行期日＞ 

 令和 8年 4月 1日から施行 
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番号 議案名 議案内容 

18 郡上市学校給食費徴収条

例の一部を改正する条例

について 

【学校教育課】 

（平成 16年郡上市条例第74号） 

＜提案理由＞ 

教職員等が負担する給食費の額を変更するため、この条例を定め

ようとする。 

＜主な改正内容＞ 

  第 2条 2項において、市長が特別の事由があると認めるときは、

この限りではないことを定める。 

＜施行期日＞ 

 令和 8年 4月 1日から施行 

19 郡上市図書館設置条例の

一部を改正する条例につ

いて 

【社会教育課】 

（平成 16年郡上市条例第86号） 

＜提案理由＞ 

郡上市図書館めいほう分室及びわら分室を閉鎖するため、この条

例を定めようとする。 

＜主な改正内容＞ 

  第 3条における名称の欄中「郡上市図書館めいほう分室」及び「郡

上市図書館わら分室」を削除する。 

＜施行期日＞ 

 令和 8年 4月 1日から施行 

20 令和 7年度郡上市一般会計補正予算（第 7号）について 令和 7年度 
補正予算 

（10件） 

21 令和 7年度郡上市国民健康保険特別会計補正予算（第 4号）について 

22 令和 7年度郡上市介護保険特別会計補正予算（第 4号）について 

23 令和 7年度郡上市介護サービス事業特別会計補正予算（第 3号）について 

24 令和 7年度郡上市青少年育英奨学資金貸付特別会計補正予算（第 1号）について 

25 令和 7年度郡上市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号）について 

26 令和 7年度郡上市小水力発電事業特別会計補正予算（第 1号）について 

27 令和 7年度郡上市水道事業会計補正予算（第 3号）について 

28 令和 7年度郡上市下水道事業会計補正予算（第 2号）について 

29 令和 7年度郡上市病院事業会計補正予算（第 4号）について 

30 令和 8年度郡上市一般会計予算について 令和 8年度 
当初予算 

（13件） 
31 令和 8年度郡上市国民健康保険特別会計予算について 

32 令和 8年度郡上市介護保険特別会計予算について 

33 令和 8年度郡上市介護サービス事業特別会計予算について 

34 令和 8年度郡上市駐車場事業特別会計予算について 

35 令和 8年度郡上市青少年育英奨学資金貸付特別会計予算について 

36 令和 8年度郡上市鉄道経営対策事業基金特別会計予算について 

37 令和 8年度郡上市後期高齢者医療特別会計予算について 

38 令和 8年度郡上市小水力発電事業特別会計予算について 

39 令和 8年度郡上市財産区特別会計予算について 

40 令和 8年度郡上市水道事業会計予算について 

41 令和 8年度郡上市下水道事業会計予算について 

42 令和 8年度郡上市病院事業会計予算について 
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番号 議案名 議案内容 

43 郡上ケーブルテレビネッ

トワーク施設の指定管理

者の指定について 

【情報課】 

＜提案理由＞ 

地方自治法第 244条の 2第 6項の規定により、次の施設の指定管

理者を指定することにつき、議会の議決を求めるもの。 

＜指定する施設＞ 郡上ケーブルテレビネットワーク施設 

＜指定する団体＞ 

名 称：株式会社 郡上ネット 

所在地：郡上市八幡町島谷 130番地 1 

＜指定の期間＞ 

 令和 8年 4月 1日～令和 11年 3月 31日（3年間） 

 

44 第３次郡上市総合計画基本構想について【企画課】 

45 郡上市過疎地域持続的発展計画の策定について【企画課】 

46 郡上市過疎地域持続的発展計画の変更について【企画課】 

47 辺地総合整備計画の策定について【企画課】 

48 辺地総合整備計画の変更について【企画課】 

49 財産の無償貸付について

（旧郡上市美並川の駅） 

【観光課】 

＜無償貸付の理由＞ 

  本施設は、建築から２１年以上経過しており、今後修繕必要箇所

が見込まれるが、これらの修繕費用を借受人が負担するほか、本施

設の運営に関して市からの財政的は負担が生じないことから、無償

での貸し付けとする。 

＜根拠法令＞ 

 地方自治法第 96条第 1項第 6号、同法第 237条第 2項 

＜無償貸付する財産＞ 

 所在地 郡上市美並町大原 2716番地 

名称 床面積 構造 

旧郡上市美並川の駅 132.00㎡ 木造平屋建 

＜無償貸付の相手方＞ 

住所：郡上市美並町白山 1013番地 

氏名：有限会社 ＥＡＴ＆ＬＩＶＥ 取締役 水口 晶 

＜無償貸付の方法＞ 

  プロポーザルによる使用貸借契約 

＜無償貸付の期間＞ 

契約の日～令和 18年 3月31日 

 

50 市道路線の認定について 

【建設総務課】 

＜路線＞ 

  明宝地域 1路線 浅谷山・下切線 

＜根拠法令＞ 

 道路法第 8条第 2項 

 

 


